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新エネルギー小委員会買取制度運
用ワーキングでの検討内容 
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平成２７年３月４日 ワーキング提案 

 回避可能費用も、実態としては需給の状況に
応じて変わる性格の費用であることにかんが
みれば、市場価格連動を基本とする方向で考
えるべきではないか。 
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平成２７年３月４日 ワーキング提案 

現行 

• ア）非変動性の再
生可能エネルギー
電源＝全電源平均
可変費単価＋全電
源平均固定費単価 

イ）変動性の再生
可能エネルギー電
源＝火力平均可変
費単価 

変更案(検討中） 

• 小売全面自由化後
の回避可能費用単
価を市場価格連動
ベースとして設計
する 

• 具体的には（30分
ごとの）スポット市
場価格と１時間前
市場価格の加重平
均値 
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変更案の問題点 
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回避可能費用とは 
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電力小売会社にとって
の「仕入原価」 

電力料金 

託送料（電線の使用料金） 
諸経費・利益 

電力小売事業者にとって
は、事実上の「仕入原
価」。これに託送料等を
加えて、電力料金（消費
者の負担）となる。 



１．中小の電力小売事業者が電源とし
て利用できなくなる 

変動価格となることで、中小の事業者では固定
価格買取制度の電力の買取ができなくなります 

•価格変動のリスクが大きすぎるため、新規参入や小規模の
事業者では固定価格買取制度の電源は利用できなくなりま
す。 

•現行では卸市場の規模が非常に小さく（小売販売電力量に
占める比率は１%程度）、この価格を一般的な価格とするこ
とには無理があります。この状態では、価格の予見可能性
も低いと言わざるを得ません。 
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２．電力自由化に逆行し、新規事業者
の参入を阻害することになる 
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現行では固定価格買取制度の電源以外に流通
している電力がほとんどないため、事実上の新
規参入の締め出しとなります。 

•卸市場の規模が非常に小さいことや、既存の発電所が長期
で既存電力会社と契約していることなどから、新規参入事業
者は電力の調達が難しくなります。 

•特に、再生可能エネルギーを中心的に利用者に供給しよう
とする事業者にとっては、この算定方式では、コストの見通
しが立たず、事業計画も立てられませんし、この条件では資
金調達も難しくなると予想されます。 



３．再生可能エネルギーの発電・利用
にブレーキがかかる 
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事実上再生可能エネルギーが非常に利用
しにくいものになり、普及の足かせとなる。 

•積極的に再生可能エネルギーを調達しようとする事
業者が少なくなり、一般電気事業者しか再生可能エ
ネルギーを買わなくなる可能性があります。 

•新電力が自社で利用することを前提に再生可能エネ
ルギー発電を新設する、というような動きが抑制され
てしまいます。 



要   望 

 回避可能費用算定方法の見直しについては、
新規参入事業者への影響、再生可能エネル
ギーの普及そのものへの影響等を慎重に見
極める必要がある。 

 卸市場の動向、見通しについては不透明であ
る。 

 今回の見直しについては拙速に判断せず、自
由化後一定の猶予期間を置いて再度検討を
行うべき。 
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新電力事業に取り組む生協からの
コメント 
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 大規模な火力発電所等を持たない新規参入
者にとって再エネ電源は選択しうる数少ない
選択肢であり、こうした事業者の参入増加は
再エネ普及と市場活性化につながる動きであ
ると考えています。 
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 自由化により電力会社が選べるようになって
も、再エネ電力を販売する事業者が現れなけ
れば、消費者は「再エネ電力」を選べません。
今回の算定方法の変更は、「再エネ普及」、「
新規参入による市場活性化」、「消費者の選
ぶ権利の実現」の阻害要因となると考えます。 
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 私たちが買電契約することで支援したい発電
所の多くは電力事業の素人で、太陽光発電事
業がほとんどです。太陽光で発電する日中は
、とりわけ30分毎の卸価格が高く、2014年の
夏には約45円／kwhと、現行の原価（約10
円）の4倍に高騰する日もありました。その変
動の大きさは事業リスクを超えていると言わざ
るを得ず、計画している太陽光の買取ができ
なくなってしまいます。 
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